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[2] 2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル　（別
名：エトフェンプロックス）

nd 0.071 2.2

[3] クロロ酢酸及びその塩類 nd 29 29
[4] N ,N -ジメチルホルムアミド 84 24 59
[5] チオシアン酸及びその塩類 36 1.1 1.1
[6]中鎖塩素化パラフィン類（アルキル鎖の炭素数が14から17までで、かつ、塩素数が4
から9までのもの。）

nd ※※20 ※※20

[6-1] 塩素化テトラデカン類（塩素数が4から9までのもの。） nd ※※※5.5 ※※※5.5
[6-1] 塩素化テトラデカン類（塩素数が5から8までのもの。） 4.8 ※※※3.4 ※※※3.4
[6-1-1] テトラクロロテトラデカン類 nd 0.94 0.94
[6-1-2] ペンタクロロテトラデカン類 1.8 0.91 0.91
[6-1-3] ヘキサクロロテトラデカン類 1.8 1.1 1.1
[6-1-4] ヘプタクロロテトラデカン類 1.2 0.87 0.87
[6-1-5] オクタクロロテトラデカン類 nd 0.56 0.56
[6-1-6] ノナクロロテトラデカン類 nd 1.1 1.1
[6-2] 塩素化ペンタデカン類（塩素数が4から9までのもの。） nd ※※※4.6 ※※※4.6
[6-2-1] テトラクロロペンタデカン類 nd 0.79 0.79
[6-2-2] ペンタクロロペンタデカン類 nd 1.0 1.0
[6-2-3] ヘキサクロロペンタデカン類 0.90 0.67 0.67
[6-2-4] ヘプタクロロペンタデカン類 0.95 0.72 0.72
[6-2-5] オクタクロロペンタデカン類 nd 0.51 0.51
[6-2-6] ノナクロロペンタデカン類 nd 0.92 0.92
[6-3] 塩素化ヘキサデカン類（塩素数が4から9までのもの。） nd ※※※5.8 ※※※5.8
[6-3-1] テトラクロロヘキサデカン類 nd 1.4 1.4
[6-3-2] ペンタクロロヘキサデカン類 nd 0.97 0.97
[6-3-3] ヘキサクロロヘキサデカン類 nd 0.97 0.97
[6-3-4] ヘプタクロロヘキサデカン類 nd 0.82 0.82
[6-3-5] オクタクロロヘキサデカン類 nd 0.95 0.95
[6-3-6] ノナクロロヘキサデカン類 nd 0.64 0.64
[6-4] 塩素化ヘプタデカン類（塩素数が4から9までのもの。） nd ※※※3.9 ※※※3.9
[6-4-1] テトラクロロヘプタデカン類 nd 0.77 0.77
[6-4-2] ペンタクロロヘプタデカン類 nd 0.72 0.72
[6-4-3] ヘキサクロロヘプタデカン類 nd 0.82 0.82
[6-4-4] へプラクロロヘプタデカン類 nd 0.61 0.61
[6-4-5] オクタクロロヘプタデカン類 nd 0.62 0.62
[6-4-6] ノナクロロヘプタデカン類 nd 0.35 0.35
[8] (1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸及びその塩類 nd 3,300 3,300
[9] 3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキ
シラート　（別名：ペルメトリン）

nd 0.18 0.31

[10] n -ヘキサン nd 4.7 10
(注1) 「nd」は不検出を意味する。

(注2) ※※：アルキル基の炭素数別の検出下限値の合計値である。

(注3) ※※※：塩素数別の検出下限値の合計値である。

(注4) アルキル鎖の炭素数が14から17までで、かつ、塩素数が4から9までのものの合計値を算出する際にはndを0として算出している。

(注5) 塩素数が4から9までのものの合計値を算出する際にはndを0として算出している。

(注6) 塩素数が5から8までのものの合計値を算出する際にはndを0として算出している。
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